
NETSUGENの利用について
群馬県庁３２階 官民共創スペース

《1 目的》
本市は民間（市民、企業・団体）と連携した取り組みな

どで、「新しい価値の創造都市・前橋」の実現を目指して
おり、こうした取り組みを促進するため、県庁３２階「ネ
ツゲン」を活用する。
情報発信強化や、民間共創事業の促進、更には職員のス

キルアップに繋げる。

《2 利用期間》
令和５年７月～令和６年３月
本年度の利用状況（実績）を確認しながら、来年度の活

用を判断する。



月額法人会員でできること
利用項目 具体的な利用（想定） 効果（想定）

①セミナースペースの利用 ・月に１度まで、セミナースペース（定員100名）で自由なイベントが開催可能
・配信設備完備で専属スタッフも常設しているので、パソコンを持ち込むだけでリアルとオン
ラインのハイブリッドセミナーが可能

・配信環境整備、安定した通信
環境確保など事前準備の負担軽
減ができる

②打合せスペースの利用 ・３カ所ある打合せスペースを利用可能（WEB予約） ・通信環境と打合せスペース
（個室）が確保できる

③デジタルサイネージの利用 ・県庁３２階に６面あるデジタルサイネージに広告やPR動画を流せる
・市のイベント等の宣伝に利用可能

・情報発信手段として活用でき
る

④コーディネーター相談 ・監査法人トーマツのスタッフの事業相談が無料で受けられる ・官民共創事業の相談

⑤スキルアップセミナー ・定期的に開催されるスキルアップセミナーへの参加が可能
ex 令和５年度 ・自治体×民間のコラボで解決!公務員のはじめての官民連携

・未来に気付く 未来を築く ～これからの自治体運営のために～

・職員の官民連携によるまちづ
くりのための能力開発

⑥会員企業との交流、共創 現在150の月額会員（前橋市内が多い）と、様々な交流や共創が期待できる
毎月、NETSUGENお茶会やBARNETSUGENなど交流イベントが開催され、毎回50名程度の参
加がある

・民間事業者とのマッチング機
会（ネットワーク）拡大、職員
のスキルアップに繋がる

⑦コワーキングスペースの利用 ・コワーキングスペースを同時に3名まで利用可能 ・安定した通信環境が確保でき
る

⑧その他提携施設の利用 ・県内15か所の提携コワーキングスペースが無料で利用可能
【前橋市内5か所】

・まちなか開業検討者とまち歩
きをしながら打合せが可能とな
る
・comm、前橋リビングラボな
どを気軽に使えるようになるこ
とにより、打合せ等機会が増え、
まちなか活性化に繋がる

前橋リビングラボ 前橋市千代田町2-7-14

comm 前橋市千代田町2-10-2

クリエイティブキャビン 前橋市天川原町1-2-18

ヒュッテハヤシ 前橋市富士見町赤城山１

コワーキングスペース・マーキュリー倶楽部 前橋市大友町3-24-1




